
京都市告示第   号 

 身体障害者福祉法第１５条第１項に規定する医師を次のとおり指定しました。 

平成２８年１月４日 

京都市長 門 川 大 作 

 

医師名 診療場所 診療科目 障害区分 

石田 恵子 
（医）医仁会 武田総

合病院 
呼吸器外科 呼吸器 

有山 洋二 
（医）社団恵心会 京

都武田病院 
内科 腎臓 

澤村 和秀 
（医）財団康生会 武

田病院 
整形外科 肢体 

山尾 幸広 
（医）財団康生会 武

田病院 
脳神経外科 

視覚*，聴覚*，平衡，

音声・言語，肢体 

加藤 弘明 

公益社団法人京都保

健会 京都民医連中

央病院 

眼科 視覚 

加藤 弘明 

公益社団法人京都保

健会 京都民医連太

子道診療所 

眼科 視覚 

加藤 弘明 加藤山科病院 眼科 視覚 

５３６



    

岡山 容子 
おかやま在宅クリニ

ック 
内科 

音声・言語，肢体，心

臓，腎臓，呼吸器，ぼ

うこう・直腸，小腸，

免疫，肝臓 

河本 晃宏 

公益社団法人京都保

健会 京都民医連中

央病院 

内科 

音声・言語，肢体，心

臓，腎臓，呼吸器，ぼ

うこう・直腸，小腸，

肝臓 

河本 晃宏 

公益社団法人京都保

健会 京都民医連太

子道診療所 

内科 

音声・言語，肢体，心

臓，腎臓，呼吸器，ぼ

うこう・直腸，小腸，

肝臓 

河本 晃宏 
公益社団法人京都保

健会 春日診療所 
内科 

音声・言語，肢体，心

臓，腎臓，呼吸器，ぼ

うこう・直腸，小腸，

肝臓 

村西 学 
（医）社団行陵会 京

都大原記念病院 
神経内科 音声・言語，肢体 

髙橋 康彦 
社会医療法人 太秦

病院 

整形外科，リ

ウマチ科，ﾘﾊ

ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 

肢体 

髙橋 康彦 

社会医療法人太秦病

院附属 うずまさ診

療所 

整形外科，リ

ウマチ科，ﾘﾊ

ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 

肢体 



    

髙橋 康彦 

社会医療法人太秦病

院附属 うずまさ第

二診療所 

整形外科，リ

ウマチ科，ﾘﾊ

ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 

肢体 

内田 司 
（医）社団洛和会 洛

和会音羽病院 
神経内科 

視覚*，聴覚*，平衡，

音声・言語，そしゃく，

肢体，ぼうこう・直腸 

味水 瞳 
（医）社団洛和会 洛

和会音羽病院 
呼吸器科 呼吸器，免疫 

十河 正弥 
京都大学医学部附属

病院 
神経内科 肢体 

鈴間 潔 
京都大学医学部附属

病院 
眼科 視覚 

赤松 秀輔 
京都大学医学部附属

病院 
泌尿器科 ぼうこう・直腸 

松井 喜之 
京都大学医学部附属

病院 
泌尿器科 ぼうこう・直腸 

大森 孝一 
京都大学医学部附属

病院 
耳鼻咽喉科 

聴覚，平衡，音声・言

語，そしゃく 



    

野田 和男 
京都大学医学部附属

病院 
形成外科 

音声・言語，そしゃく，

肢体 

小林 奈歩 京都第二赤十字病院 小児科 心臓 

石井 達也 京都市立病院 整形外科 肢体 

加藤 峰之 

（独）地域医療機能推

進機構 京都鞍馬口

医療センター 

泌尿器科 腎臓，ぼうこう・直腸 

園部 正信 
（医）健康会 総合病

院京都南病院 

神経内科，内

科 

音声・言語，そしゃく，

肢体，呼吸器 

園部 正信 
（医）健康会 新京都

南病院 

神経内科，内

科 

音声・言語，そしゃく，

肢体，呼吸器 

園部 正信 
（医）健康会 伏見診

療所 

神経内科，内

科 

音声・言語，そしゃく，

肢体，呼吸器 

塩山 力也 
（医）清仁会 洛西ニ

ュータウン病院 
泌尿器科 腎臓，ぼうこう・直腸 



    

池田 一博 
（医）医全会 渡辺医

院 

整形外科，ﾘﾊ

ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 
肢体 

平松 健司 京都第二赤十字病院 心臓血管外科 心臓 

中川 裕介 京都第一赤十字病院 循環器内科 心臓 

小泉 欣也 
医療法人社団淀さん

せん会 金井病院 
外科 

肢体，腎臓，ぼうこ

う・直腸，小腸，肝臓 

濵田 俊彦 浜田医院 
内科，放射線

科 
肢体，呼吸器，肝臓 

日沼 雄二 
（医）清仁会 洛西ニ

ュータウン病院 

内科，神経内

科 
肢体 

前田 博士 
京都府立医科大学附

属病院 
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 

平衡，音声・言語，そ

しゃく，肢体 

一瀨 栄佑 
京都府立医科大学附

属病院 
小児科 

肢体，心臓，腎臓，呼

吸器，ぼうこう・直腸，

小腸，免疫 



    

髙井 あかり 
京都府立医科大学附

属病院 
小児科 

肢体，心臓，腎臓，呼

吸器，ぼうこう・直腸，

小腸，免疫 

 

＊障害区分の視覚又は聴覚については，診療科目が眼科又は耳鼻咽喉科以外の

場合，腫瘍や神経疾患等による視覚障害又は聴覚障害の診断に限る。 

             （地域リハビリテーション推進センター企画課） 


